
  

京都市市税条例の一部を改正する条例（平成３０年３月３１日京都市条例第   号）

（行財政局税務部税制課） 

   地方税法等の一部改正に伴い，次のとおり必要な措置を講じることとしました。 

１ 法人の市民税 

   修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正があった場合において，そ

の修正申告又は増額更正に係る法人の道府県民税又は市町村民税について期限内申告

書又は期限後申告書が提出されており，かつ，当該期限内申告書又は期限後申告書の

提出により納付すべき税額を減少させる更正があった後に当該修正申告書の提出又は

増額更正があったときは，当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき税額

に達するまでの部分について，納期限の延長の場合の延滞金の計算期間から一定の期

間を控除して計算することとします。（第１０条関係） 

２ 固定資産税及び都市計画税 

  平成３０年度の固定資産税の評価替えに伴い，土地に係る同年度から平成３２年

度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担についての調整措置を次のと

おり講じることとします。 

   ア 宅地等（農地以外の土地をいいます。以下同じ。）に係る固定資産税及び都市

計画税の額については，当該宅地等に係る当該年度分の税額が，前年度分の課税

標準額に，当該宅地等の当該年度の価格（住宅用地に係る課税標準の特例措置の

適用を受ける宅地等については当該特例措置の適用後の額）に１００分の５を乗

じて得た額を加算した額を課税標準額とした場合の税額（以下「宅地等調整税額」

といいます。）を超える場合には，当該宅地等調整税額とします。ただし，宅地

等のうち商業地等に係る宅地等調整税額は，当該宅地等調整税額が，当該商業地

等の当該年度の価格に１０分の６を乗じて得た額を課税標準額とした場合の税額

を超える場合には当該税額とし，当該宅地等の当該年度の価格に１０分の２を乗

じて得た額を課税標準額とした場合の税額に満たない場合には当該税額とします。

（附則第９条及び第１４条関係） 

   イ アにかかわらず，商業地等のうち負担水準（前年度課税標準額の当該年度の価

格（住宅用地又は市街化区域農地に係る課税標準の特例措置の適用を受ける土地

については当該特例措置の適用後の額。以下同じ。）に対する割合をいいます。

以下同じ。）が０．６以上０．７以下の土地に係る固定資産税及び都市計画税の

７６



  

額については，前年度の税額とします。（附則第９条及び第１４条関係） 

   ウ アにかかわらず，商業地等のうち負担水準が０．７を超える土地に係る固定資

産税及び都市計画税の額については，当該年度の価格に１０分の７を乗じて得た

額を課税標準額とした場合の税額とします。（附則第９条及び第１４条関係） 

   エ 農地に係る固定資産税及び都市計画税の額については，当該農地に係る当該年

度分の税額が，前年度分の課税標準額に，次の表の左欄に掲げる負担水準の区分

に応じ，同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を課税標準額とした場合

の税額を超える場合には，当該税額とします。（附則第１０条及び第１５条関係） 

負 担 水 準 の 区 分  負 担 調 整 率 

０ ． ９ 以 上 の も の １．０２５ 

０．８以上０．９未満のもの １．０５ 

０．７以上０．８未満のもの １．０７５ 

０ ． ７ 未 満 の も の １．１ 

   オ 市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の額については，当該市街化

区域農地に係る当該年度分の税額が，前年度分の課税標準額に，当該年度の価格

に１００分の５を乗じて得た額を加算した額を課税標準額とした場合の税額（以

下「市街化区域農地調整税額」といいます。）を超える場合には，当該市街化区

域農地調整税額とします。ただし，市街化区域農地調整税額は，当該市街化区域

農地調整税額が，当該市街化区域農地の当該年度の価格に１０分の２を乗じて得

た額を課税標準額とした場合の税額に満たない場合には，当該税額とします。

（附則第１２条の２及び第１６条の２関係） 

    宅地等で当該年度における用途が前年度の用途と異なるものについて平成３０年

度から平成３２年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担の調整措置

を適用する場合には，税額計算の基礎となる当該各年度の前年度の課税標準額の算

定方式は，当該宅地等の用途変更後の用途に係る本市の平均の負担割合を使用する

方式によらず，当該宅地等が，当該各年度の前年度における賦課期日においても，

当該各年度における賦課期日における用途と同じ用途に供された宅地等であったも

のとみなして算定する方式によることとします。（附則第９条の２及び第１４条の

２関係） 

３ その他 

    その他必要な規定の整備を行うこととします。 



  

   上記１，２及び３ の改正は，平成３０年４月１日から施行します。 



  

 京都市市税条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３０年３月３１日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市市税条例の一部を改正する条例 

 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項前段中「第３２７条第２項」を「第３２７条第４項」に改め，同項を同

条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前条第３項の規定は，前項の延滞金額について準用する。この場合において，同条第

３項中「同項」とあるのは，「法第３２７条第３項において読み替えて準用する法第３

２６条第３項」と読み替えるものとする。 

 第１０条に次の１項を加える。 

４ 前条第３項の規定は，前項の延滞金額について準用する。この場合において，同条第

３項中「同項」とあるのは，「法第３２７条第６項において読み替えて準用する法第３

２６条第３項」と読み替えるものとする。 

 附則第３条の９第２項中「第２項前段」を「第３項前段」に改める。 

 附則第４条中「第１０条」を「第１０条第１項及び第３項」に，「同条及び」を「同条

第１項及び第３項並びに」に改める。 

 附則第８条第１項後段中「第１５条の８第４項」を「第１５条の８第２項」に改める。 

 附則第９条の前の見出し及び同条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３

０年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第９条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第

１８条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第 号）附則第２

２条第１項」に，「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に改める。 

 附則第１０条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３

０年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第１２条の２，附則第１４条の前の見出し及び同条中「平成２７年度から平成２９

年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第１４条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則

７６

３



  

第１８条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第 号）附則第

２２条第１項」に，「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３

２年度まで」に改める。 

 附則第１５条（見出しを含む。）及び附則第１６条の２中「平成２７年度から平成２９

年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第１７条の３第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に改め，同条第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成３３年３

月３１日」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（法人の市民税に関する規定の適用区分） 

第２条 この条例による改正後の京都市市税条例（以下「改正後の条例」という。）第１

０条第２項及び第４項の規定は，法人税法第７５条の２第１項又は第８１条の２４第１

項の規定により延長された申告書の提出期限が平成２９年１月１日以後に到来する法人

の市民税に係る延滞金について適用する。 

（固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用区分） 

第３条 改正後の条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は，平成３０年度

分の固定資産税及び都市計画税から適用し，平成２９年度分までの固定資産税及び都市

計画税については，なお従前の例による。 

（行財政局税務部税制課） 

３


